
競争的資金等の取扱いに関する責任体制競争的資金等の取扱いに関する責任体制

検収業務窓口
第11条

事務部門研究者 取引業者

統括管理責任者
学長補佐

第４条第２号

部局責任者
各部局等の長

第４条第３号

相談窓口
第８条

相談

医学部長

総合医学
研究所長

病院長 事務局長

看護学部長

附属看護
専門学校長

大学院医学研究科長

研究活動コンプライアンス
委員会

第７条

委員長
研究推進会議委員長

第７条第３項

委 員
研究推進会議副委員長
理事長室長
総務部長
経理管財部長
学長が指名する職員
学長が指名する学外者

第７条第２項

通報窓口
第10条

通報

最高責任管理者
学 長
第４条第１号

モニタリング部門
監査室

第９条


